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（要 旨）

• ２０２１年末、国土交通省が作成する「建設工事受注動態
統計」における不適切な計数処理が明らかになった。２０１８
年末に明らかになった厚生労働省「毎月勤労統計」と同様
に、日本経済を把握する中核的な統計の精度を毀損する深
刻な問題であり、統計ユーザーから強い批判を受ける事態
となっている。

• 本論文では、「建設工事受注動態統計」における不適切な
計数処理の内容を整理するとともに、不適切処理が及ぼす
影響を試算する。現時点の試算では、不適切処理がもたら
した建設工事受注高への影響はかなりの大きさとなったが、
ＧＤＰへの影響は限定的にとどまる見通しである。

• さらに、不適切処理が発生した原因および不適切処理問
題を繰り返さないために必要となる再発防止策について、国
土交通省が設置した検証委員会の報告書の提言を紹介し
つつ、筆者の見解を提示する。
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１．建設工事受注動態統計とは
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1-1. 建設関連の主要統計（基幹統計）

5

 建設業者に対する統計調査。工事受注額・工事完成高・付加価
値額・従業員数などを調査

➀ 構造統計（年次調査） ⇒ 建設工事施工統計調査

② 動態統計（月次調査） ⇒ 建設工事受注動態統計調査

建設工事統計調査

建築着工統計調査

 建築物に対する統計調査。建築基準法で提出が義務付けられ
ている「建築工事届」を集計して作成される統計。床面積１０㎡以
上の建築物を把握している。

 「建築物着工統計」と「住宅着工統計」から構成。

• 建築工事は「建築着工統計」でほぼ全数を把握できる。一方、土木
工事は「建設工事統計調査」でしか把握できない。



1-2. 建設工事受注動態統計の概要

項 目 内 容

統計作成者 国土交通省

調査の目的
建設業者の建設工事受注動向および公共機関・民間等からの受注工事
の詳細を把握することにより、建設行政等の基礎資料を得る。

統計の種類 調査統計

調査対象
（甲調査）「建設工事施工統計調査」において、前々年度の完成工事高が

１億円以上の業者（標本調査）
（乙調査＜大手50社調査＞）大手49業者（「甲調査」の対象にも含まれる）

標本サイズ 約12,000（2018年：12,128）

調査項目

➀ 建設工事受注高（元請／下請別、発注者別＜公共、民間＞、工事種
類別＜土木工事、建築工事・建築設備工事、機械装置等工事＞）

② 公共機関からの受注工事（１件５００万円以上）の個別案件リスト

③ 民間等からの受注工事（土木工事・機械装置等工事は１件５００万円
以上、建築工事・建築設備工事は１件５億円以上）の個別案件リスト

調査票回収率 ６５．２％（２０１８年） ⇒ 回収率が他の統計と比べてかなり低い

作成頻度 月次

公表日 翌々月の１０日頃

6



1-3. 建設工事受注動態統計の調査票
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• 受注総額に加え、１件５００万円以上の工事について、案件ごとに受注内容を
記入する必要。報告者負担が重く、調査票回収率が低くなる最大の要因。

（１件５００万円以上の公共工事を対象）

工事名、施工場所、発注者、目的別工事
分類（河川、道路、港湾等）、工事区分
（新設、災害復旧等）、工事種類（橋梁・
高架構造物、トンネル、舗装等）、受注形
式（単独、ＪＶ）、請負契約額、ＪＶの場合
の自社の持ち分、完成予定年月

（１件５００万円以上の民間土木工事と
１件５億円以上の建築工事・建築設
備工事を対象）



1-4. 「建設総合統計」の基礎統計としての利用

• 「建設工事受注動態統計」は、「建設総合統計」の土木投資額
（公共・民間）の算定に利用。さらに「建設総合統計」は、ＧＤＰ
統計の基礎統計として用いられる。
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1-5. 建設総合統計の作成方法：出来高への進捗展開

• 建設工事は数か月から２年程度に亘って行われる。 「建設工事進捗率調査」
から得られる工事種類別の進捗パターンを用い、「建築着工統計」の着工額、「建
設工事受注動態統計」の受注額を各月に配分し、工事出来高を算出する。

• 各月に配分された個別案件を工事出来高を全工事案件について合計した工事
出来高がＧＤＰの固定資本形成となる。

• このため、「建設工事受注動態統計」では、個別案件ごとの受注額、工事種類、
工事期間のデータが必要。調査票第２面で個別受注案件の記入を求めており、
企業の報告者負担が重い。⇒ 調査票回収率の低下・回収の遅れの大きな要因
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案件について集計したものがＧＤＰに



1-6. 標本抽出方法：２段階の標本抽出

11

• 「建設工事受注動態統計調査」の目標母集団
は、「建設業許可業者のうち完成工事高１億円
以上の業者」である。２段階で標本抽出。

➀ 「建設工事施工統計調査」の標本抽出

• 建設業許可業者名簿（約４７万業者）から、都
道府県別、資本金階層別、業種別に層化、調
査対象業者（約１１万業者）を抽出。

② 「建設工事受注動態統計調査」の標本抽出

• 前々年度の「建設工事施工統計調査」に回答
した業者（約７万業者）のうち完成工事高１億円
以上の約４万業者を標本抽出枠（母集団フレー
ム）として利用。

• 完成工事高（３層）×公共元請完成工事高（４
層）×都道府県（４７層）で層化を行い、調査対
象業者（約１．２万業者）を抽出（左下図）。完成
工事高１億円以上の業者に調査対象を限定。
１億円未満の業者は対象外（裾切り調査）。

（建設工事受注動態統計調査の標本抽出）



1-7. なぜ２段階の標本抽出を採用するのか

構造統計：年次調査 動態統計：月次調査

統計名 建設工事施工統計調査 建設工事受注動態統計調査

目標母集団 建設業許可業者 建設業許可業者のうち完成工事高１億円以上

標本抽出枠
（フレーム）

建設業許可業者名簿
（約４７万業者）

「建設工事施工統計調査」に回答した業者のうち
完成工事高１億円以上の業者（約４万業者）

調査対象 約１１万業者 約１．２万業者

• 「建設業許可業者名簿」はカバレッジは網羅的。ただし、あくまで許可業者の
名簿であり、許可業者が実際に建設業を行っている（活動実態がある）ことを意
味しない（建設業許可は５年間有効）。約４７万業者の許可業者名簿には、建
設業を行っている業者に加え、休業や廃業により、建設業の活動を行っていな
い業者が含まれている。

• 構造統計である「建設工事施工統計調査」では、許可業者のうち、実際に建
設業の活動実態のある業者がどの程度存在するかを調査している。

• 動態統計である「建設工事受注動態統計調査」は、月次調査であり、調査の
頻度が高い。迅速に調査票を回収し、統計を公表する必要がある。そのため、
「建設工事施工統計調査」において活動していることが確認されている業者を
調査対象に限定している。
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1-8. 推計方法：復元乗率（現行：2021年4月以降）

• 「施工統計」の抽出率＝「建設工事施工
統計調査」の標本抽出率

• 「受注動態統計」の抽出率＝「建設工事
受注動態統計調査」の標本抽出率

ーー 標本ごとに２つの抽出率の積を算出
し、階層別に集計する。

• 回収率＝「建設工事受注動態統計調
査」の回収率

• 「施工統計」欠測値補完による乗率＝

1＋
欠測値補完が可能である業者数

「施工統計」回答業者数

⇒ 欠測値補完分を膨らませる乗率
13

• 復元乗率は、以下の式に従って階層別に算出する。

（乗率）＝
1

「施工統計」の抽出率
×

1

「受注動態統計」の抽出率
×

1

回収率

×（「施工統計」欠測値補完による乗率）



1-9. 復元乗率の考え方
• 「建設工事施工統計調査」と「建設工事受注動態統計調査」の２段階で算出。

➀ 「建設工事施工統計調査」分の復元乗率

1

「施工統計」の抽出率
×（「施工統計」欠測値補完による乗率）

• 「施工統計の抽出率の逆数」だけでは、「施工統計」の未回答業者（約４万業
者＝１１万業者―７万業者）の計数が含まれないため、過小推計となる。

• 「施工統計」では、行政記録情報（「経営事項審査」：公共事業の入札資格審
査）ならびに「経済センサス」を用いて、未回答業者のうち活動実態のある業者
特定。該当業者の欠測値補完を行っている（約３万業者：２０２０年度から）。具
体的には、 「施工統計」欠測値補完による乗率（欠測値補完で捕捉できた業者
分を膨らませる乗率）を「施工統計の抽出率の逆数」に乗じている。

② 「建設工事受注動態統計調査」分の復元乗率

1

「受注動態統計」の抽出率
×

1

回収率

• 「受注動態統計」の標本抽出枠（約４万業者）は、全て活動実態があることから、
「受注動態統計の抽出率の逆数」と「回収率の逆数」の積を復元乗率として用い
ることで、適切に復元推定できる。
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1-10. 復元乗率の変遷：精度向上に向けた見直しを実施

（２０００年４月～２０１３年３月）

1

「施工統計」の抽出率
×

1

「受注動態統計」の抽出率

（２０１３年４月～２０２１年３月）：「受注動態統計」の回収率逆数を追加

1

「施工統計」の抽出率
×

1

「受注動態統計」の抽出率
×

1

回収率

（２０２１年４月～）：「施工統計」の欠測値補完による乗率を追加（２０２０年度分から反映）

1

「施工統計」の抽出率
×

1

「受注動態統計」の抽出率
×

1

回収率
× （「施工統計」欠測値補完による乗率）
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• 統計の精度向上を図るため、「受注動態統計」の復元乗率は、これまで２度
見直しを実施。２０１３年４月には「受注動態統計」の回収率逆数を、２０２１年
４月には「施工統計」の欠測値補完による乗率を、各々追加。

• この結果、復元乗率は、２０１３年と２０２１年の２回の見直しで水準が大きく
上昇。２０１３年と２０２１年の両時点で、乗率に大きな段差が生じている。



1-11. 復元乗率の推移：２回の見直しで水準が大きく上昇

• こうした復元乗率の見直しにより、
低い回収率分の補正の実施、統計
のカバレッジ拡大により、「受注動態
統計」の精度が徐々に改善。

• 2012年度までは「受注動態統計」の

受注高は「施工統計」の完成工事高
を大きく下回っていた。

（2013年４月の見直し）

• 2013年度以降、「受注動態統計」の

受注高は、「施工統計」の完成工事
高に近い水準まで増加。

（2021年４月の見直し）

• 2020年度の「受注動態統計」の受

注高、「施工統計」の完成工事高、い
ずれも大幅に上方シフト。

• ２０１３年と２０２０年の２回、大きな段
差が発生。
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２．「建設工事受注動態統計」に

おける不適切な計数処理
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2-1. 不適切な計数処理：過去月分の合算計上と二重計上

• ２０２１年１２月、「建設工事受注動態統計」において不適切な計数処理が発
覚。➀過去月分の合算計上、②受注額の二重計上、の２点が特に重要。

18

➀ 過去月分の合算計上

• 期限を過ぎて、過去月分の調査票がまとめて提出された場合に、提出月
に複数月の受注額を合算してまとめて計上。国土交通省は、調査票を審査
する都道府県に対し、提出された調査票を書き替え、過去月の受注額をゼ
ロとし、提出額に合算額をまとめて計上するように指示。

• 本来は調査票の記載どおりに過去に遡って受注額を訂正すべき。しかし、
提出月分のみしか入力できないという統計システムの制約もあって、遡及訂
正を怠り、提出月にまとめて計上してしまったもの。

② 受注額の二重計上

• ２０１３年４月の見直しで、復元乗率には「回収率の逆数」が組み込まれた。こ
の結果、未回収の調査票には、同一層における回収された調査票の平均受注
額が自動的に欠測値補完される。

• 提出月に過去月分の受注額を合算計上すると、既に欠測値補完されていた
分と二重計上になり、受注額が過大。２０１３年４月以降、二重計上が発生。



2-2. 過去月分の合算計上と二重計上：数値例

• 事業者Ａ、Ｂはいつも提出。Ｄは不提出の事例。事業者Ｃは、６月、７月、調
査票は未提出だったが、８月に６～８月の３か月分の調査票がまとめて提出。

• ６月：１５億円（補完値）、７月：２０億円（補完値）と、８月の合算計上分（１２０
億円のうち、６月分：３０億円、７月分：３０億円の合計６０億円）が二重計上。
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（６月） （１０＋２０）／５０％＝６０億円 ⇒ 事業者ＣとＤに１５億円が補完

（７月） （２０＋２０）／５０％＝８０億円 ⇒ 事業者ＣとＤに２０億円が補完

（８月） （２０＋４０＋１２０）／７５％＝２４０億円 ⇒ 事業者Ｄに６０億円が補完

（受注額の復元推計値）

復元推計（復元乗率＝抽出率逆数×回収率逆数）によって、未
回収事業者には「回収事業者分の平均値」が補完計上



2-3. 過去月分の合算計上・二重計上による過大計上幅：数値例

（１）遅れて回収された分を合算計上した場合

集計値は、６月：６０億円、７月：８０億円、８月：
２４０億円、６～８月合計で３８０億円。

（２）常に当月分のみを計上し、遅れて回収され
た分は統計の集計対象としない場合

集計値は、６月：６０億円、７月：８０億円、８月：
１６０億円、６～８月合計で３００億円。

（３）遅れて回収された分を、過去にさかのぼって
計上する（遡及訂正する）場合（真の値）

集計値は、６月：８０億円、７月：９３．３億円、８
月：１６０億円、６～８月合計で３３３．３億円。

• 本ケースでは、（１）の合算計上・二重計上に
よる集計値は、（２）ルールどおりに遅れ分を集
計対象としない場合よりも８０億円、（３）過去に
さかのぼって計上した場合（真の値）よりも、４
６．７億円過大に計上されている。

20

（１）事業者Ｃの８月分に６月分、７月分を合算計上した場合

６月 ７月 ８月 ６～８月合計

事業者Ａ 10 20 20 50

事業者Ｂ 20 20 40 80

事業者Ｃ 15 20 120 155

事業者Ｄ 15 20 60 95

集計値 60 80 240 380

（２）事業者Ｃの８月分には８月分のみを計上した場合

　　（６月分、７月分の計数は遡って計上しない）

６月 ７月 ８月 ６～８月合計

事業者Ａ 10 20 20 50

事業者Ｂ 20 20 40 80

事業者Ｃ 15 20 60 95

事業者Ｄ 15 20 40 75

集計値 60 80 160 300

（３）事業者Ｃの８月分には８月分のみを計上するとともに

　　６月分、７月分の計数をさかのぼって計上する場合

６月 ７月 ８月 ６～８月合計

事業者Ａ 10 20 20 50

事業者Ｂ 20 20 40 80

事業者Ｃ 30 30 60 120

事業者Ｄ 20 23.3 40 83.3

集計値 80 93.3 160 333.3

（注１）単位：億円

（注２）黒字は、回収された調査票の計数

（注３）赤字は、復元推計による補完値



2-4. 合算期間の長さが過大計上幅に与えるインパクト：数値例

• 過去月分の合算計上

期間が長くなるほど、過

大計上幅が拡大する。

• （２）２か月ごとに２か月

分の調査票をまとめて提

出する場合は、過大計

上幅は＋１７％（＋１２０

億円）。

• （３）３か月分まとめて

提出する場合は、過大

計上幅は＋２２％（＋１６

０億円）。

• （４）６か月分まとめて

提出する場合は、過大

計上幅は＋２８％（＋２０

０億円）。
21

（１）事業者Ｃが毎月調査票を提出する場合

　　　事業者Ａ、Ｂは毎月調査票を提出し、事業者Ｄが一度も提出しない（以下同じ）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １～６月合計

事業者Ａ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｂ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｃ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｄ 30 30 30 30 30 30 180

集計値 120 120 120 120 120 120 720

（２）事業者Ｃが２か月ごと（２月、４月、６月）に２か月分の調査票をまとめて提出する場合

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １～６月合計

事業者Ａ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｂ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｃ 30 60 30 60 30 60 270

事業者Ｄ 30 40 30 40 30 40 210

集計値 120 160 120 160 120 160 840

（３）事業者Ｃが３か月ごと（３月、６月）に３か月分の調査票をまとめて提出する場合

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １～６月合計

事業者Ａ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｂ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｃ 30 30 90 30 30 90 300

事業者Ｄ 30 30 50 30 30 50 220

集計値 120 120 200 120 120 200 880

（４）事業者Ｃが６か月ごと（６月）に６か月分の調査票をまとめて提出する場合

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １～６月合計

事業者Ａ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｂ 30 30 30 30 30 30 180

事業者Ｃ 30 30 30 30 30 180 330

事業者Ｄ 30 30 30 30 30 80 230

集計値 120 120 120 120 120 320 920

（注）単位：億円。黒字は、回収された調査票の計数。赤字は、復元推計による補完値。



2-5. 合算計上・二重計上が行われた調査票の比率

• 過去月分の合算計上が行われ、二重計上となってしまった調査票（「翌月
に実績があったものとして反映」）の比率をみると、２０２０年１～６月の平均
で、未回収を含めた全調査票の５．９％、提出された調査票のうち８．７％
（＝５．９／（６１．５＋５．９）＊１００％）を占めている。

• 無視できない大きな比率であり、「建設工事受注動態統計」の受注額に
相当の過大計上をもたらしていると推測される。

22（出所）国土交通省「第８回評価分科会提出資料」、2020年10月30日

（合算計上の内訳）
２か月分 ： 85.3％
３か月分 ： 9.5％
４か月分 ： 2.7％
５か月分 ： 1.5％
６か月分 ： 0.5％
７～９か月分： 0.5％



2-6. 不適切な計数処理：➂ 復元乗率の計算ミス
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• 復元乗率に含まれ
る「回収率の逆数」に
ついて、全数調査の
対象である大手５０
社を含む推計層で、
計算が誤っていたこ
とが判明している。単
純な計算ミス。

• 「回収率の逆数」が
過小に計算され、復
元乗率も過小となっ
ていた。このため、推
計される受注額も過
小な値となっていた。
金額が大きい層であ
り、一定の影響が生
じている可能性。

（出所）国土交通省「統計部門において把握している建設工事受注動態統計調査に
おける不適切な処理等について」、２０２２年１月１４日



2-7. 不適切な計数処理：④ 工事完成予定年月の修正

24

• 調査票記載の個別工

事案件について、提出月

よりも前に完成予定年月

が記載されている場合、

統計システムでの入力

が不可能となっているた

め、完成予定年月を提

出月に変更している。

• 過去に受注した工事案

件は、工事完成時に（追

加工事分の）受注額の

修正・追加が行われた場

合に生じる。現行システ

ムは、こうした受注額の

事後修正を反映できない

つくり。やむなく、こうした

対応としている。（出所）国土交通省「統計部門において把握している建設工事受注動態統計調査に
おける不適切な処理等について」、２０２２年１月１４日



2-8. 不適切処理に係る検証委員会調査報告書
• 「建設工事受注動態
統計」の不適切処理問
題が発覚したことから、
国土交通省は、第三者
による検証委員会を設
置し、２０２２年１月１４
日に調査報告書をまと
めた。

• 調査報告書では、主
要な不適切処理である
➀合算問題、②二重計
上問題に加え、③当該
問題発覚後の事後対
応問題について、事実
関係の調査・認定、評
価を実施。事後対応に
問題があったとの評価。

25（出所）国土交通省「建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会報告書の概要」、2022年1月



2-9. 検証委員会の事実認定➀

26
（出所）国土交通省「建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会報告書の概要」、2022年1月



2-10. 検証委員会の事実認定②

27（出所）国土交通省「建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会報告書の概要」、2022年1月

• 過去月分の合算は、統計創設時
（2000年4月）から実施。この点の対

外説明なし。過去月分の遡及訂正は
実務的に困難であり、合算計上をし
た方が精度改善するとの判断。

• 合算計上を続けたまま、2013年4月

に復元乗率に「回収率の逆数」を加
えたことから、二重計上が開始。

• 統計作成の全体像を把握する職員
は皆無。変更が統計の過大推計をも
たらすとの理解には至らず。

• 2019年11～12月、上層部は問題を

認識したが、統計委員会・総務省へ
の報告や対外公表を行わなかった。
• 2021年4月の復元乗率見直しと同

時に合算計上・二重計上を取り止め
た。この間、問題の明確な対外説明
を一貫して回避。「隠ぺい工作」とま
でいうかはともかく、幹部は責任追及
を回避したいとの意識があった。



３．不適切な計数処理が及ぼす影響
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3-1. 国土交通省の取り組み・遡及改定に関する検討会議➀

• 「建設工事受注動態統計調査」「建設総合
統計」について、不適切処理の影響を除いた
遡及データを推計・公表する方針。

• 遡及改定を検討するための有識者の会議
を、２０２２年１月２０日に設置し、検討を進め、
５月１３日に報告書をまとめた。国交省と委
員との打合せは延べ３３回・７２時間。有識者
委員の負担は極めて大きなものとなった。

29（出所）国土交通省「第２回建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る遡及改定に関する検討会議提出資料」、2022年4月15日



3-2. 国土交通省の取り組み・遡及改定に関する検討会議②

30（出所）国土交通省「第２回建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る遡及改定に関する検討会議提出資料」、2022年4月15日

• 二重計上が行われた2013年4月以降について遡及改定を実施。➀2013年4月
～2016年3月は紙媒体の調査票が残っていない、②2016年4月以降は、書き替
えられた調査票を提出時の状態に復元できるか、などの困難に直面。



3-3. 国土交通省の取り組み：検討会議の報告書
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3-4.合算計上・二重計上による元請受注高の過大幅➀

元請受注高 （ａ）に対する比率

不適切処理を排除した元請受注高（ａ） ５２．６兆円 ー

不適切処理を含んだ元請受注高（ｂ） ５５．４兆円 ー

不適切処理による過大幅（ｂ）－（ａ） ＋２．８兆円 ＋５．３％

うち二重計上の影響 ＋３．３兆円 ＋６．４％

うち回収率の誤りによる影響 ▲０．５兆円 ▲０．９％

32

（遡及改定検討会議報告書による不適切処理による元請受注高の過大幅：２０２０年度）

• 遡及改定検討会議のサポートにより、過去の合算計上・二重計上の影響
（正確には、２０１３年４月～２０１９年１１月に行われていた複数月分の合算
の影響）ならびに回収率の誤りによる影響を除外した元請受注高を試算す
ると、２０２０年度の元請受注高は＋２．８兆円、比率では＋５．３％過大推
計となっていた。不適切処理の影響は、かなり大きいと評価できる。

• なお、２０１３～２０１９年度の過大推計幅については、現在データベースを
構築中。２０２０年度の推計結果を踏まえて、今後算出する予定である。



3-5. 合算計上・二重計上による元請受注高の過大幅②

• 検討会議の試算結果を、他の方法での試算値と比較する。

（「建設工事施工統計調査」の元請工事完成高との比較）

• 「建設工事受注動態統計」の目標母集団は、「建設業許可業者のうち完成工事
高１億円以上の業者」である。すなわち、「受注動態統計」の元請受注高は、「建
設工事施工統計調査」の目標母集団のうち完成工事高１億円以上の業者の元
請工事完成高と一致する。

• 合算計上による二重計上が行われていた２０１３～２０１８年度の６年間をみる
と、「受注動態統計」の元請受注高は、「施工統計」の元請完成工事高（完成工事
高１億円以上の業者分）を平均２．６兆円上回っていた。「受注動態統計」元請受
注高の４．６％。この分が不適切処理による過大幅に相当すると考えられる。

• この結果は、検討会議の試算値にかなり近い水準である。

年 度 ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ 平均

「受注動態統計」元請受注高（Ａ） ５１．８ ５３．８ ５７．２ ５８．２ ５７．８ ６０．２ ５６．５

「施工統計」元請工事完成高（Ｂ）
＜完成工事高１億円以上の業者＞

４９．７ ５２．７ ５４．１ ５３．５ ５５．３ ５７．９ ５３．９

かい離幅（Ａ）－（Ｂ） ２．１ １．１ ３．１ ４．７ ２．５ ２．３ ２．６
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3-6. 「建設総合統計」工事出来高・ＧＤＰ固定資本形成への影響

• 検討会議の報告書では、さらに、「建設工事受注動態統計」の不適切処
理による受注高の過大推計が、「建設総合統計」の工事出来高に与える影
響を試算している。その結果によると、２０１３年度～２０２０年度で、工事出
来高に与える影響は▲０．３％～＋０．６％程度となっており、影響度は小
幅にとどまっている。ＧＤＰに与える影響も小さいと予想される。
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工
事

土
木
工
事

建築着工統計
「着工額」

建設工事受注動態統計
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「着工額」「受注額」を工事進捗ベー
スに展開して、工事出来高を算定。

「建設投資額」を
把握する加工統計

「受注額」に「補正率」を乗じて補正



3-7.「建設総合統計」における土木工事出来高の補正方法

• 工事種類別の「補正率」は、国土交通省が別途推計している直近年度（Ｔ-３年
度：2021年度の場合は、2018年度）の建設投資額（Ｃ）を「受注動態統計」による
当該年度の元請受注額（Ｂ）で除して求める。 「建設工事受注動態統計」の受注
額（Ａ）に「補正率」を乗じて、土木の工事出来高を算出する。

35

各月の「工
事出来高」 ＝

Ｔ-３年度の

補正率を直
近まで横ば
いとして利用

• 右辺第１項「Ｔ－３年度の建設投資額（Ｃ）」は、「産業連関表」の推計方法にな
らい、公共土木投資額は国や地方自治体の決算データから、民間土木投資額
は「建設工事施工統計調査」の元請完成工事高等から、各々推計されている。
このため、「建設工事受注動態統計」の不適切処理の影響を受けない。

• 右辺第２項「元請受注総額の現在（Ａ）とＴ-３年度（Ｂ）との比率」は、「建設工

事受注動態統計」の不適切処理の影響を受けるが、その過大幅が同程度であ
れば、影響は小さくなると推測される。

各月の「工
事出来高」

＝ Ｔ-３年度の建
設投資額（Ｃ）

×
現在の元請受注総額（Ａ）

Ｔ-３年度の元請受注総額（Ｂ）

書き替えると



４．不適切な計数処理が発生した原因
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4-1. 検証委員会報告書における原因の整理
• 合算計上・二重計上では、人員不足・業務過多、統計システムの不備、集
計作業を現場任せした幹部意識、担当者の理解不足、統計室内の情報共有
不足を指摘。また、事後対応では、問題解決を先送りする、問題を隠蔽・矮小
化するインセンティブ構造の存在を指摘。

原因論

１．合算計上
 人的・物的余裕がなかったため、合算処理の是非を検討し、見直す機
会もないまま継続された。

 室長ら幹部が集計作業を現場任せにしていた分業意識。

２．二重計上

 集計実務を担当する係長・係員が気づきを得られなかった。

 推計方法の見直し過程で、係長以下と、推計方法を検討していた補
佐以上との間で十分な情報共有がなく、情報が分断。室長ら幹部が
集計作業を現場任せにしていた分業意識も背景。また、係長以下の
業務過多。

３．事後対応

 「隠ぺい工作」とまでいうかどうかはともかく、幹部職員において、責
任追及を回避したいといった意識。

 管理職の短任期や統計室の業務過多により、管理職が自ら問題を解
決せず先送りするインセンティブを有する構造的な問題。

 問題の発覚が現職職員の不利益となる構造ゆえに、問題を隠蔽し又
は矮小化させるインセンティブを有する構造的な問題。
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4-2. 筆者の整理（１）調査設計・調査票回収の問題

• 「建設工事受注動態統計」が抱える根本的な問題は、建設業者の協力が十
分に得られず、調査票の回収率が低くなったり、調査票の回収が遅れること。
その原因は以下の２点（検証委員会の報告書では取り上げられていない）。

• 「建設受注動態統計調査」は、工事１件ごとに詳細な受注内容を記入する調
査。建設業者の記入負担は極めて重い。これが、調査票の回収率が低く、回収
が遅れる最大の原因である。しかし、国土交通省は、回答負担を軽減する工夫
を十分に行っていないのではないか（オンライン調査では不十分）。

38

➀ 調査票の回答負担がかなり重い

② 調査票の回収率向上・早期回収への努力が十分か

• 自然体で、建設業者が調査票を期限どおりに提出してくれるはずはない。

• 統計調査の調査票回収率を向上させるには、調査票回収の実務を担当する
国土交通省・都道府県の作成部署が、建設業者に対して調査票を提出するよ
うに督促（お願い）を、電話や電子メールで繰り返し行うことが必須である。

• しかし、人員不足で督促が十分にできていないのではないか。



4-3. 筆者の整理（２）統計作成体制・統計システムの問題

• 建設業者の回答負担が重い現状では、調査票回収が遅れるのは回避でき
ない。調査票回収の現実に合致しない統計の集計・公表体制は不適切。

• 現状、回収される調査票のうち、１割近くが当月分の統計集計に間に合って
いない。それにもかかわらず、「当月１か月分の調査票のみを集計する」という
現行の統計作成体制は、調査票の回収が期限に間に合うことを前提とするも
ので現実に合致していない。

• こうした非現実的な統計作成体制が、統計の「合算計上・二重計上」を招いて
いる。「合算計上」を取り止め、遅れた調査票データを捨てるという対応は、統
計の精度低下を招くうえ、建設業者の協力を台無しにする行為。
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③ 現行の「当月１か月分の調査票のみを集計する」体制が不適切

④ 「当月１か月分のデータ」しか入力・集計できない統計システムが問題

• 「当月１か月分の調査票のみ集計する」体制は、「当月１か月分のデータしか
集計できない」統計システムの制約に起因する（複数月のデータを審査できな
い人員不足も影響）。調査票回収の現実に合致しない硬直的な統計システム
こそ、今回の問題の最大のネック。



4-4. 筆者の整理（３）人員不足・統計人材確保の問題
• 統計部署の極端な人員不足・業務過多、統計人材の不足が、不適切処理
問題をより深刻なものとしている。

• 「建設工事受注動態統計」に従事する人員は、平均１．３人（ほかに期間業
務職員＜パート職員＞１人）に過ぎない。

• 調査票のＯＣＲ読み取り業務が外注化されているとはいえ、この人員体制で
は経常の統計作成が手一杯であり、統計の点検・精度検証や見直し、解説書
作成などの外部への情報提供に対応するのは不可能。

• 今回の不適切調査発覚後も、極端な人員不足で、「合算計上・二重計上」の
見直し・影響調査を行うことが困難を極めた（職場での深刻な対立を発生）。
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➄ 統計部署の極端な人員不足・業務過多

⑥ 統計を理解できる統計の専門性を持った人材が皆無

• 国土交通省の統計作成部署には、長い期間、統計業務に従事し、統計を幅
広く理解している人材が皆無であった。

• 統計作成担当者は、「合算計上」の実施と、２０１３年４月の復元乗率の変更
（回収率逆数の取り込み）を認識していたが、それが「二重計上」を生むと理解
できた者は全くいなかった。統計の専門性が高い人材がいなかった。



4-5. 筆者の整理（４）統計作成部局のマネジメントの問題
• 人員・人材不足に加え、統計作成部局の不適切なマネジメントが、さらに事
態を悪化させている。

• 「遅れて回収された調査票の計数が合算計上されている（都道府県に調査
票の書き替えを指示している）」との事実が、係長・係員から上司（室長、補佐）
に全く報告されていなかった。上司の了解も得ずに、都道府県に対して、調査
票書き換えを指示する説明会が毎年開催されていた。

• 「復元乗率の変更（回収率逆数の追加）」が補佐以上の上層部で検討される
一方、「合算計上の実施」が係長・係員レベルで推進されていたため、上司が
この事実に気がつくことがなかった。
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⑦ 上司と部下が情報共有できない風通しの悪さ

⑧ 異動ローテーションが短く、管理職が統計現場を把握することが困難

• 統計作成部署を統括する室長以上の管理職は、異動ローテーションが短いの
が通例。最大２年間、多くは１年間。最短は２か月で異動となった室長も存在。

• そのため、係長以下の統計現場を理解する時間もなく、また意欲もない、統計
の専門性もない上司が多数。「丸投げ」状態の分業体制が繰り返されていた。



4-6. 筆者の整理（５）問題発見・解決のインセンティブ欠如

• 管理職の任期は最大２年間である以上、問題に気づいても、先送り・隠蔽す
れば、任期中に問題に対処することから逃れられるとのインセンティブ（責任を
回避したいという意識）が常に存在。人員不足・業務過多のもと、問題の解決に
取り組めば、職場の繁忙感が高まり、部下と対立する可能性が高いこともそう
した行動を促している。自らの部署の不祥事なので省内の誰も助けてくれず、
自部署だけでの解決を求められる。

• 担当者サイドも、人員不足・業務過多のもと、問題を指摘すれば、当該問題の
解決を迫られて、仕事の負荷が一段と高まり、仕事が回らなくなってしまう。結
局、「見つけた者損」となるだけ。ことを荒立てなくないので、上司にも報告しな
い（何も知らない上司への報告コストも重い）との意識が存在。

• 現状では、問題が発覚すれば、自分たちが始めたわけではない不適切処理
によって、人事処分など自らに不利益が生じる可能性が高い（遠い昔に不適切
処理が始まっていた場合、過去の責任の所在も明らかにならず、自分だけが損
をする）。問題を先送り・隠蔽を行うインセンティブが高まり、結果的に「隠ぺい」
を促している。
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➈ 問題の発見・解決を先送り・隠蔽しようとするインセンティブ構造



4-7. 筆者の整理（６）第３者・外部チェックも不十分

• 「毎月勤労統計」の不適切問題は統計委員会が発見したが、「建設工事受注
動態統計」の問題では、統計委員会が役割を果たすことができなかった。

• 統計委員会は、多くの建設関連統計（建築着工統計、建設総合統計、建設工
事施工統計、建築物リフォーム・リニューアル調査）の精度改善に取り組んでき
たが、「建設工事受注動態統計」には、２０１３年の復元乗率見直し以降、特段の
関心を払ってこなかった。その点は悔やまれるが、仮に発見したとしても、非常
勤の委員で構成され、事務局のマンパワーに制約がある統計委員会（＋事務
局）には、国土交通省をサポートする余力がなかったことも事実。
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⑩ 統計の司令塔：統計委員会のチェック機能には限界がある

⑪ 解説資料の不足などもあり、ユーザーのチェック機能も機能せず

• 「建設工事受注動態統計」は、計数の処理方法や復元乗率の計算方法など
統計に関する詳細な解説資料が公表されていない。ユーザーは誰も「合算計
上」や「二重計上」の存在に気づくことができなかった。

• 対外公表資料が不十分だと、不適切な計数処理の隠蔽が可能となる極めて
遺憾な事例であり、これを改めないと、統計改善が困難となるリスク。



５．不適切処理問題を繰り返さないた

めの再発防止策
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5-1. 検証委員会報告書による再発防止策（１）

• 人事政策における統計業務の軽視を改める。統計業務の重要性を認識したう
えで人員配置を図る。１人当たりの業務量を削減し、業務過多を解消。

• 「建設工事受注動態統計」のみならず、「建設総合統計」など建設関連統計を
含めて、統合的に理解する職員を配置する（育成する）ことで、部署内の情報の
分断を解消する。

• 統計を統合的に理解するために、各統計の「業務マニュアル」を充実する（筆者
注：担当者が個人的に作成する作業手順のマニュアルでなく、統計の本質が理
解できる「しっかりとした解説資料」が必要ということ）。
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➀ 人員不足＝業務過多の解消

② 統計を統合的に理解する職員の配置

③ 職員の専門知識の習得

• 職員に統計に関する十分な知識を習得する機会を設けるべき。

• 統計作成経験者が再度統計を担当するローテーションを確立。特に、室長
は、統計に関する十分な知識・経験を有する職員を就任させる。



5-2. 検証委員会報告書による再発防止策（２）

• 国土交通省の建設関連統計部署には、統計に関する疑問や問題を気軽に相談で

きる専門家がいないことが問題。

• 他の府省では、学識経験者が参加する統計に関する研究会が存在する。大学の

助教クラスの若手研究者を統計のアドバイザーとして任命できないか。

ーー 若手研究者にとっては、アドバイザーを務めるキャリア上のインセンティブが必

要。消費統計（総務省）、労働統計（厚生労働省）、企業統計（経済産業省、財務

省）とは異なり、建設統計にはユーザーとなる研究者が少ないのがネック。

• 問題発見時の対応方法を事前に定め、明確化すべき。

• 問題を発見した者が人事上も不利益を受けなくする（むしろ、問題を発見し解決し

た者が人事上プラスに評価されるようにする）ことが必要。

―― まことにもっともな考えだと思うが、具体的な制度設計は難しい。 46

④ 専門家との相談体制の構築

➄ 問題発見時の対応方法の明確化、問題の発見と解決を奨
励する風土の形成



5-3. 筆者の追加提案（１）建設業者の回答負担の軽減

• 「建設工事受注動態統計」が抱える根本的な問題は、建設業者の協力が十
分に得られず、調査票の回収率が低い、調査票の回収が遅れる事例が多い
（複数月まとめて回答する建設業者が少なくない）こと。

• 建設業者の調査票の回答負担を軽減することが改善には不可欠である。

• 「建設受注動態統計調査」は、工事１件ごとに詳細な受注内容を記入する調
査。建設業者の記入負担は極めて重い。しかし、これは本来おかしなこと。

• 既に建築工事は、「建築着工統計」で個別案件情報を収集できている。

• 残る土木工事の大半を占めるのは公共工事。個別の公共工事の詳細な受
注内容は、建設業者から報告を受けなくても、発注者である国、都道府県、区
市町村、独立行政法人から行政記録情報を収集することで代替可能。そのた
めに国土交通省は、公共工事データベースを構築すべきである。

• これが実現すれば，建設業者は、民間発注の土木工事のみ、個別案件を報
告すればよくなるので、調査票の回答負担は大幅に軽減される。その結果、調
査票の回収遅延問題も解決し、統計の精度は大幅に向上する。
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➀ 公共工事の個別案件情報を行政記録情報で収集すべき



5-4. 筆者の追加提案（２）公表体制・統計システムの見直し

• 建設業者の回答負担が重い現状では調査票回収が遅れるのは不可避。回
収が遅れることを前提に統計の集計体制を構築すべき。

• 現行の「当月１か月分のみを集計する」集計体制では、遅れて回収された調査票
の計数を統計に取り込むことができない。統計の精度低下を招くには必至。「合算
計上」が始まった動機は、これを回避したいという担当者の意識から。

• 統計公表を「速報・確報」体制とし、「複数月データを集計する」体制に移行するこ
とが必要。仮に、確報導入で１か月遅れの調査票を取り込めば、遅延する調査票
の85％を、確々報導入で２か月遅れの調査票も取り込めば遅延分の95％を、各々
取り込むことができ、情報の有効活用が可能に（残りは年度の遡及訂正で対応）。
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② 統計公表を速報・確報体制とし、遅延する調査票を統計に取り組む

③ 統計システムを複数月のデータを入力・集計できる仕様に変更すべき

• 「複数月のデータを集計する」体制への移行のネックとなっているのが、「当月１
か月分のデータしか集計できない」統計システムの制約。統計システムを改修し、
複数月のデータを入力・集計できる体制にすることが不可欠である。そのための
予算を支出すべき（１回きりの支出なので、けちるべきではない）。



5-5. 筆者の追加提案（３）統計専門家の採用・育成の強化
• 職員の統計知識の習得は極めて重要である。しかし、単に職員の統計研修を
強化しただけでは、十分な成果は期待できない。

• 統計の専門知識はそんなに簡単ではない。数学や数理統計学が苦手などの
適性の問題で、習得が難しい職員も少なくない。

• 将来、どの程度の期間、統計業務に従事するか分からないもとで、まじめに統
計の専門知識を習得しようとのインセンティブが職員に生じにくい。

• 高い専門性を有する統計の専門家を一定数育成しようとするならば、

１） 統計に適性のある職員を外部から採用する必要。

２） 職員に統計の専門知識を本気で習得しようとのモチベーションを持たせるには、
統計部署の仕事に一定期間以上従事するとのキャリアパスのコミットメントが必要。

• １）と２）の実現には、中央統計機関（「統計庁」など）ー統計の専門家が中核職員
を担う組織ー（「デジタル庁」類似の組織）をつくり、明確なキャリアパスを明示して新
卒採用を行い、採用者に本気で統計の専門知識を習得してもらうのが近道である。

• 統計専門家の一定数のプールを中央統計機関に作ることができれば、中央統計
機関からの派遣で、各府省で生じる統計の不適切問題のサポートも容易に。
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④ 統計に適性がある職員を採用して育成する必要



5-6. 国土交通省の取り組み
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5-7. 今後の展望：「安かろう悪かろう」から脱却できるか

• 現状、「建設工事受注動態統計」は、予算面では安上がりである。必
要人員はわずか１．３人、他にパート職員１人、人件費以外のシステム
や外注費用が年間４～５千万円（建設工事施工統計との合計額年間９
千万円の半額と想定）であり、国のコストは５～６千万円程度（地方自治
体のコストは別途発生）。一方で、旧態依然の統計調査のもとで、建設
業者の報告者負担は極めて大きい。

• 人員・システムなどの予算の大幅増額が必要になる検証委員会の報
告書や筆者の追加提案は、公的支出を拡大させる「とんでもない」提案
とも考えられる。

• しかし、こうした「安かろう悪かろう」の統計作成体制では、統計の精度
確保は困難であるし、統計の持続可能性もないことも事実。日本の公的
統計において、これまでどおりの「安かろう悪かろう」の統計を続けるの
か、それともある程度のコストを負担して「よりよい」統計を作るのか、選
択を迫られている。コストが高すぎるのであれば、相当数の統計を廃止
し、公的統計を絞り込むことも選択肢となりうる。公的統計について、コ
ストとベネフィットを踏まえ、今後の方向性を考えていくことが必要。
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